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項目 

NO. 
項目 具体的取組 

 

4 ごみにす

る前に 

 

平成 27 年 4 月の家庭系ごみ有料化に伴い、率先垂範してごみ減量を徹底する。 

ごみの分類については、「ごみ・リサイクル資源の分類及び排出方法」を基準とし

て、各所属で分類方法を決定し、エコ推進責任者が各職員に通知し、その分類方法

に従って行動する。 
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ファイル等は、可能な限り再利用する。 

びん、缶、ペットボトルなどは、所定の場所に設置されたリサイクルボックスに出

す。 

個人用のごみ箱は撤廃し、ごみ箱を共有する。 

プラスチック製容器包装について分別を徹底し、資源化する。 

個人情報が含まれた文書を大量に処分する場合でも、できる限り焼却処分せずにシ

ュレッダー処理をし、資源化する。 

※シュレッダー処理されたものは、再生トイレットペーパー「いこま紙」にリサイ

クルされます。 

所属の事業に伴うごみや、一時的に多量に出るごみについては、事業系指定袋を各

所属で購入する。 

食べ残しは無くし、食品ロス削減に努める。 

事業に伴い発生した食品廃棄物は可能な限り再生利用する。 

会議等を

行うとき 

会議等での飲料は原則提供しない。 

会議等の開催前に参加者には必要に応じてマイボトル等を持参してもらうように

呼びかける。 

長時間に及ぶ会議など、飲料が必要となる場合には、会場の隅に湯茶やリユースび

ん入り飲料と湯飲みやガラスコップなどとともに準備しておき、セルフサービスに

より対応する。 

イベント等会議以外で飲料を提供する場合についても、上記の趣旨を尊重し、リ

ユース容器の使用に努めること。 

移動や資料印刷が削減できるオンラインでの会議・打合せを積極的に行う。 

5 物品を購

入すると

き 

物品の購入にあたっては、まずその必要性をよく検討し、必要と判断した場合

は、適正な量をよく検討した上で購入数量をできるだけ抑制する。 

物品を購入する際には、環境負荷の低減を図るため、環境に配慮された物品（グ

リーン購入対象品）を優先的に購入する。 

コピー機やプリンターのトナーについては、リサイクル可能な商品を購入する。

また、使用後は回収業者に回収してもらう。 

電化製品などの新規購入や買い替え時には、製品に表示されている省エネラベルな

どを参考にし、省エネ性能に優れた製品を購入する。 

使い捨て製品は、できるだけ購入を控える。 
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項目 

NO. 
項目 具体的取組 

不要な袋や包装は断り、簡易包装での納品を要請する。また、その旨を仕様書に明

記する。 

6 公用車を

利用する

とき 

公共交通機関を利用できる場合は、公用車の使用を控える。 

近距離では、公用自転車を利用する。 

公用車を使用する際には、できるだけ低公害車や燃費のよい車を優先的に利用する。 

電気自動車やプラグインハイブリッド車を積極的に活用する。 

発進時はふんわりアクセル「e スタート」を心がける。（最初の 5 秒で、時速 20km

程度を目安） 

車間距離にゆとりをもって加速・減速の少ない運転に努める。 

荷物の積み下ろしや長い信号待ちなどの停車時には、アイドリングストップを心が

ける。 

運転前点検時には、タイヤの空気圧が下がっていないか確認する。 

走行経路を精査し、無駄な走行を無くす。 

可能な場合は、相乗りをするよう心がける。 

エアコンの使用は控えめにする。 

7 通勤時の

環境配慮 

近距離の通勤にはなるべく徒歩又は自転車を利用する。 

通勤にはなるべく公共交通機関を利用する。 

8 常駐する

事業者を

管理する

部署 

【要請内容】社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進

急加速の禁止等） 

【要請内容】省エネ、省資源、ごみ減量への取組 

【要請内容】その他、業務営業等における環境への配慮 

9 出入りす

る事業者

と接する

部署 

【要請内容】物品納入の場合には、過剰な包装はしないこと。 

【要請内容】物品納入時の包装容器の持ち帰り 

【要請内容】弁当などの空容器の回収 

【要請内容】職員への不必要な個別チラシの配布自粛 

【要請内容】社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進

急加速の禁止等） 

【要請内容】その他、業務営業等における環境への配慮 

10 市民が利

用する会

議室、調理

室、体育館

等の施設 

【要請内容】電気ガス冷暖房等の消し忘れの確認やごみの持ち帰りなどの呼びかけ 
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各部署共通での項目 

＜外部への業務委託等に伴う受託者への環境行動の推進＞ 

外部への業務委託を行う際は、委託契約書に以下の条文を入れてください。 

（環境行動の推進） 

第○条 乙は、業務の履行に当たっては、甲が運用する生駒市環境マネジメントシステ

ムに準じて、環境行動を推進するものとする。 

「外部への業務委託に伴う受託者の環境行動の推進について」（平成 22年 12月 28 日通知） 

 

 

＜エネルギー使用に大きな影響を及ぼす施設・設備の新設／改修／廃止等計画の報告＞ 

 公共施設について、以下の計画等が見込まれる場合には、SDGs 推進課まで報告をお願い

します。 

・施設の新設、改修、廃止 

・施設における再エネ・省エネ・熱源設備等の導入、更新 

 

 

＜地域エネルギー会社が供給する電力の利用＞ 

 本市では、平成 29 年 7 月 18 日に、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪

ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共

同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立しました。 

電力小売事業による収益は株主には配当せず、子育て、教育など、地域の課題解決のため

に還元することで、市民生活の利便性を向上させ、さらに住みやすいまちづくりにつなげて

いきます。 

市内の太陽光発電や小水力発電といった再生可能エネルギー等を活用した電力は、令和

２年度末で公共施設６８施設、民間２９施設、家庭２４世帯へ供給しています。いこま市民

パワーの設立目的をご理解いただき、事業への協力をお願いします。 
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【エコオフィスの取組における過去の優良事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 所見 

市民部 男女共同参画プラザ 
節電について、明かりが不要なところの照明器具を外しているこ

と。 

市民部 清掃リレーセンター 

コロナ感染対策をしながら、リユース品の利用を促進しているこ

と。また、ごみ減量化のために、剪定枝粉砕機を貸し出して、チップ

化や堆肥化を推進されていること。 

福祉健康部 地域包括ケア推進課 
介護予防教室等で外出機会の多い所属であるが、電動自転車を

積極的に利用されていること。 

建設部 土木課 
 通勤距離の短い人が、自転車通勤を始めたり、公用車の利用は乗

り合いを心がけていること。 

都市整備部 建築課 
省エネ改修補助金の案内を納税通知に同封し、その結果問い合

わせの電話が多数かかってくるようになったこと。 

都市整備部 
花のまちづくりセンターふ

ろーらむ 

花の水やりに井戸水を利用することで大きな節水効果が生まれて

いること。 

上下水道部 下水道課 

合併処理浄化槽設置補助事業を実施し、設置数を増加させてい

る。さらにパンフレットや自治会等を通じて積極的に啓発を行ってい

ること。 

上下水道部 浄水場 
小水力発電を取り入れ、温室効果ガスの削減につながっているこ

と。 

教育こども部 生駒中学校 

会議資料は基本的に PDF をディスプレイに映し出す方法で実施

し、紙は使わないことにしている。その結果、使用枚数の大幅な削減

につながっていること。 

生涯学習部 たけまるホール 
館内にごみ箱を設置せず、来館者には、ごみの持ち帰りと公共交

通での来館を呼びかけていること。 
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 条例、規則、要綱  

 

生駒市環境基本条例（抜粋） （平成24年10月の改正で追加） 

 

(環境マネジメントシステム) 

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、環境マネジメ

ントシステム(環境に配慮した活動を進めるための目標を決定し、当該目標を達成するた

めの継続的な改善を図る仕組みをいう。以下同じ。)の導入及び推進を図るものとする。 

2 環境マネジメントシステムの実施に当たっては、環境への負荷の低減に向けて取り組

む項目について、目標を設定し、その取組状況を評価し、見直しを行うものとする。 

3 環境マネジメントシステムに係る方針の決定、総合調整等を行うため、市長を本部長

とする生駒市環境マネジメントシステム推進本部を置く。 

4 環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項の調査等を行うため、市長が指名

する職員で構成する生駒市環境マネジメントシステム推進委員会を置くことができる。 

5 環境マネジメントシステムを適正に運用するため、第24条第1項に規定する環境マネジ

メントシステム推進会議において、取組状況の点検及び評価を行うものとする。 

6 前各項に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項は、

市長が定める。 

 (環境マネジメントシステム推進会議) 

第24条 環境マネジメントシステムの適正な運用を図るため、生駒市環境マネジメントシ

ステム推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 

2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境マネジメントシステムに係る取組状況について点検し、及び評価すること。 

(2) 環境マネジメントシステムに係る目標について調査審議すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境マネジメントシステムに関する必要な事項につい

て調査審議すること。 

3 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 事業者及び市民 

(3) 市職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

7 推進会議は、必要があると認めるときは、専門チームを置くことができる。 

8 推進会議は、その定めるところにより、専門チームの決議をもって推進会議の決議と

することができる。 

9 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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生駒市環境マネジメントシステム推進会議規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号。以下「条例」と

いう。)第24条第9項の規定に基づき、生駒市環境マネジメントシステム推進会議(以下

「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第2条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第3条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(専門チーム) 

第4条 条例第24条第7項の専門チーム(以下「専門チーム」という。)に属する委員は、会

長が指名する。 

2 専門チームに代表を置き、専門チームに属する委員の互選により定める。 

3 代表に事故があるときは、専門チームに属する委員のうちからあらかじめ代表が指名す

る委員がその職務を代理する。 

4 前条の規定は、専門チームの会議について準用する。 

(関係者の出席等) 

第5条 推進会議又は専門チームは、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

(委任) 

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議及び専門チームの運営に関し必要な事項

は、会長が推進会議に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日（平成24年10月9日）から施行する。 
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生駒市環境マネジメントシステム運用要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生駒市環境基本条例（平成１１年３月生駒市条例第１１号。以下「条

例」という。）第１９条第６項の規定に基づき、生駒市環境マネジメントシステム（以下

「システム」という。）の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （システムの活用） 

第２条 システムは、生駒市環境基本計画その他環境の保全及び創造のための基本的な計画

（以下「基本計画等」という。）の進行管理並びに生駒市が行う全ての事務事業における

環境に配慮した活動の点検及び評価に活用するものとする。 

（推進本部） 

第３条 条例第１９条第３項の環境マネジメントシステム推進本部（以下「推進本部」とい

う。）は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、本部長は市長を、副本部長は副

市長、教育長及び水道事業管理者をもって充てる。 

３ 本部員は、市長部局の特命監、公室長及び部長、上下水道部長、消防長、教育委員会事

務局の部長並びに議会事務局長をもって充てる。 

４ 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。 

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 推進本部は、システムに係る目標の設定、評価及び見直しその他システムの運用に関し

必要な事項を所掌する。 

（推進委員会） 

第４条 条例第１９条第４項の環境マネジメントシステム推進委員会（以下「推進委員会」

という。）を設置するときは、所属長等のうち、本部長が指名した者をもって組織する。 

２ 推進委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。 

 （環境行動実行部門） 

第５条 システムの運用を実践する環境行動実行部門は、システムの対象となる事務事業を

所管する所属の職員とする。 

２ 環境行動実行部門は、システムの運用に際し、推進本部が定めた事項その他必要な取組

を履行するとともに、基本計画等に掲げる事業その他環境に関連する事業を推進するもの

とする。 

３ 環境行動実行部門にエコ推進責任者を置き、所属長等をもって充てる。 

４ エコ推進責任者は、推進本部の指示に基づき、システムの運用に必要な取組を積極的に

推進し、その結果を推進本部に報告するものとする。 

５ 環境行動実行部門にエコ推進員を置き、所属職員の中からエコ推進責任者が指名した者

をもって充てる。 
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６ エコ推進員は、エコ推進責任者を補佐し、所属の環境行動の記録並びに所属内の連絡調

整及び環境配慮に関する啓発を行う。 

（目標の設定） 

第６条 システムの具体的な運用方法及び目標は、条例第２４条の生駒市環境マネジメン

トシステム推進会議（以下「推進会議」という。）による調査審議を受け、本部長が決定

する。 

２ 本部長は、前項で決定した目標等を環境行動実行部門に通知する。 

（監査及び取組の是正措置） 

第７条 システムの取組状況については、推進会議による点検及び評価を受け、当該評価の

結果、取組が不十分と認められた項目等については、速やかに是正等の措置を講ずるもの

とする。 

（システムの見直し） 

第８条 本部長は、必要に応じてシステムの見直しを行う。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年１０月１１日から施行する。 

２ 生駒市環境マネジメントシステムの実施及び推進組織の設置に関する取扱要綱（平成２

２年１１月１日施行）並びに生駒市環境マネジメントシステムの推進に係る懇談会開催要

綱（平成２４年６月１８日施行）は、廃止する。 

附  則 

１  この要綱は、平成２５年７月１０日から施行する。 

２  改正後の生駒市環境マネジメントシステムの運用及び推進組織の設置に関する取扱要

綱第４条第９項の規定は、平成２６年度以降の取組目標に係るシステムの運用について

適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

  

 







事 務 連 絡 

令 和 ３年 ３月 ３1 日 

各 所 属 長 殿 

各 施 設 長 殿 

人 事 課 長 

S D G ｓ推 進 課 長 

   

ウォームビズの終了と年間を通じた空調・服装について（通知） 

  

 

11月１日からウォームビズを実施してまいりましたが３月３１日をもって終了いたします。職員

の皆さんには、長期間にわたりましてご協力をいただき大変ありがとうございました。 

本市では地球温暖化防止や年間を通した省エネルギー対策として、適正な冷暖房の使用に

ついて、下記の通り実施期間及び基準を通知いたします。また、不要なパソコンや照明等のスイ

ッチオフなど、引き続きエコオフィスの取組を実施していただきますようお願いいたします。 

さらに、今年度１１月１日からTPOに応じたノーネクタイが可能となったことで、快適に過ごすこ

とができ、業務の効率化に繋がっている等の好意的な意見が多くありました。職員の体調管理

や業務効率化を図る観点から、今後も引き続き年間を通じて気温や体調に合わせた執務室で

の快適なビジネススタイルとなる服装の調整を推奨します。 

 

記 

 

１ 冷・暖房の実施期間及び基準 

   冷房実施期間 

５月１日～１０月３１日 （室温を２８℃調整とします。） 
 

暖房実施期間 

１１月１日～３月３１日 （室温を１９℃調整とします。） 

 

2 年間を通じた服装について 

   職員以外の方が出席する表彰式・会議への出席等、儀礼上適当でないと認められる場合

を除き、TPOに応じたノーネクタイも可能とします。業務内容や体調管理、TPOに考慮し、

市民等に不快感を与えないよう、公務員としてふさわしい服装に努めてください。 

   また、執務室内での服装については、別添資料を参照してください。 

   なお、議会における服装については別途議会事務局の通知に依ってください。 

 

３  これまで年 2 回、定例的に通知していたエコスタイル及びウォームビズに関する通知は、来

年度から行いません。各施設におかれましては、空調調節の時期等について十分留意して

いただきますようよろしくお願いいたします。 

参考資料 


